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職
員
の
夏
季
の
軽
装
に
ご
理
解
を

夏
季
期
間
中
（
9
月
30
日
ま
で
）、
町

職
員
は
軽
装
（
ノ
ー
ネ
ク
タ
イ
、
ノ
ー
上

着
）
で
勤
務
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
理

解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

問
総
務
課
庶
務
係

  Information

問産業振興課農務係

            問い合わせ 役場 ☎ 84 － 2121 保健福祉課 ☎ 84 － 2023 地域包括支援センター ☎ 84 － 4495 教育委員会 ☎ 84 － 4240

６
月
議
会
定
例
会
開
催
の
お
知
ら
せ

６
月
議
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
開
催

す
る
予
定
で
す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

開
会
６
月
13
日
㈭
10
時

場
所

役
場
庁
舎
３
階

議
場

定
例
会
は
、
３
月
、
６
月
、
9
月
、
12

月
の
年
4
回
開
催
さ
れ
、
定
例
会
で
は
議

案
審
議
の
ほ
か
に
一
般
質
問
が
行
わ
れ
ま

す
。
議
会
は
ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す

の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

問
議
会
事
務
局

そ
の
他

ド
コ
デ
モ
ま
ち
づ
く
り
講
座

町
の
事
業
や
施
策
、
行
政
情
報
な
ど

に
つ
い
て
聞
い
て
み
た
い
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。

町
で
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
要
望
に

応
じ
、
町
の
職
員
が
講
師
と
し
て
出
向

い
て
お
話
を
す
る
「
ド
コ
デ
モ
ま
ち
づ

く
り
講
座
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

講
座
の
利
用
は
、町
内
に
在
住
（
勤
務・

通
学
）
す
る
人
が
作
る
10
人
以
上
の
自

主
的
な
学
習
を
目
的
と
し
た
団
体
、
グ

ル
ー
プ
を
対
象
と
し
、
町
民
の
皆
さ
ん

の
自
主
的
な
学
習
活
動
を
支
援
す
る
と
と

も
に
、
町
民
と
行
政
に
よ
る
協
働
の
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
の
で
、
積
極
的
な
ご
利
用
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
開
催

希
望
日
の
２
週
間
前
ま
で
に
申
し
込
み

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

不
正
改
造
車
を
排
除
す
る
運
動

町
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
の
就
任

雄
武
町
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
の
退
職

に
伴
い
、
新
た
に
伊
藤
弘
氏
が
同
委
員
に

就
任
し
ま
し
た
。

雄
武
町
選
挙
管
理
委
員
会
は
４
人
の
委

員
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
選
挙
の
適
正
な
管

理
執
行
と
明
る
い
選
挙
推
進
に
尽
力
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

雄
武
町
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

委
員
長

中
島

克
弥

氏

委
員
長
職
務
代
理
者

桑
原

哲
夫

氏

委

員

牧
野

京
子

氏

委

員
（
就
任
）

 

伊
藤

弘

氏
新たに就任した
伊藤 弘氏（緑町）

問
雄
武
町
選
挙
管
理
委
員
会

雄
武
町
長
選
挙
の
選
挙
期
日

雄
武
町
長
の
任
期
満
了
（
９
月
30
日
）

に
伴
う
選
挙
は
、
９
月
22
日
㈰
に
執
行

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

問
雄
武
町
選
挙
管
理
委
員
会

講
座
メ
ニ
ュ
ー
や
詳
し
い
内
容
に
つ

い
て
は
、
今
月
号
広
報
折
り
込
み
チ
ラ

シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
財
務
企
画
課
企
画
調
整
係

自
動
車
は
、
生
活
に
欠
か
せ
な
い
移

動
手
段
と
な
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

娯
楽
の
道
具
と
し
て
も
認
識
さ
れ
て
お

り
様
々
な
部
品
な
ど
が
販
売
さ
れ
て
い

ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
不
正
改
造
を
施
さ

れ
た
車
両
が
存
在
し
、
国
民
生
活
の
安

全
・
安
心
を
脅
か
し
て
い
る
こ
と
が
問

題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
不
正
改
造
に
つ
い
て
は
、
改

造
を
実
施
す
る
こ
と
、
改
造
さ
れ
た
自
動

車
を
走
行
さ
せ
る
こ
と
の
両
方
が
法
律
に

よ
り
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
違
反
す

る
と
整
備
命
令
の
交
付
を
受
け
た
り
、
罰

金
な
ど
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

国
土
交
通
省
で
は
、
こ
れ
ら
不
正
改

造
を
排
除
す
る
た
め
、
関
係
省
庁
、
自

動
車
関
係
団
体
と
協
力
し
て
、「
不
正
改

造
車
を
排
除
す
る
運
動
」
を
全
国
的
に

展
開
し
て
お
り
、
特
に
６
月
を
強
化
月

間
と
し
て
重
点
的
な
取
り
組
み
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。

皆
さ
ん
も
こ
の
機
会
に
不
正
改
造
が

違
法
行
為
で
あ
る
こ
と
の
認
識
を
深
め

て
い
た
だ
き
、
そ
の
排
除
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

詳
し
い
情
報
は
次
の
ア
ド
レ
ス
か
ら

http://w
w

w
.tenken-seibi.

com不
正
改
造
車
を
見
か
け
た
ら
、
情
報

を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

問
北
海
道
運
輸
局
北
見
運
輸
支
局

☎
０
１
５
７
‐
２
４
‐
７
６
３
３

運
転
免
許
証
の
有
効
期
間
延
長
措
置

「
運
転
免
許
証
の
有
効
期
間
延
長
措
置
」

が
な
く
な
り
ま
す

警
察
署
窓
口
で
は
運
転
免
許
更
新
手
続

き
を
し
て
適
性
検
査
に
合
格
を
し
た
日
か

ら
2
か
月
後
ま
で
有
効
期
間
を
延
長
し
て

い
ま
し
た
が
、
こ
の
「
延
長
措
置
」
が
な

く
な
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
免
許
有
効
年
月
日
ま
で

に
、「
更
新
手
続
」
お
よ
び
「
更
新
時
講

習
受
講
」
の
両
方
が
完
了
し
な
い
と
免

許
が
失
効
さ
れ
ま
す
。

雄
武
町
で
の
更
新
時
講
習
は
回
数
が
限

ら
れ
て
お
り
、
今
後
は
速
や
か
な
手
続
き

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

詳
し
い
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
北
海
道

北
見
運
転
免
許
試
験
場
ま
で
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
北
海
道
北
見
運
転
免
許
試
験
場

☎
０
１
５
７
‐
３
６
‐
７
７
０
０

中山間地域等直接支払制度実施状況の公表
中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国

および地方自治体による支援を行う制度として平成 12 年度から実施しており、平成 27 年度から第４期
対策（平成 27 年度～令和元年度）が開始されました。

町では、この制度を利用し 55 人の農業者と 13 法人が集落協定に基づいた共同取組活動を行ってきま
した。制度の実施状況については、北海道中山間地域等直接支払交付金実施要領第 12 の規定により公表
が定められていることから、制度の趣旨および平成 30 年度の集落活動内容などについてお知らせします。
●制度の基本的な考え方

農業・農村は、単に食料を供給するだけでなく、農業生産活動を通じ国土の保全・水資源のかん養、良
好な景観の形成などの多くの多面的機能を有していますが、中山間地域等は傾斜地が多いなど農業生産
条件が不利な地域であるため、農業生産の維持を通じ多面的機能を確保する観点から、国民の理解のも
とに、平地地域との生産条件の格差を解消するために設けられた制度です。
●対象農用地
①急傾斜地 ②緩傾斜地 ③小区画・不整形な田 ④高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
⑤積算気温が低く、草地比率の高い草地
雄武町は「積算気温が低く、草地比率の高い草地」に該当します。

●対象者
集落等を単位とする協定を締結し、５年間農業生産活動等を継続する

農業者など。

●対象行為
耕作放棄地の防止活動などを行う「農業生産活動」、国土保全・環境美化などに努める「多面的機能を

増進する活動」を必須項目とし、このほか生産性・収益の向上や担い手の育成に資する活動などが対象
となり、これらは集落協定を締結し共同での活動として取り組まれます。

●交付金
平成 30 年度の雄武町が該当する基準においては、集落の取組状況に応じて 10 アール当たり 1,500 円

が交付され、一農業者当たりの交付金額は 250 万円が上限となっています。
平成 30 年度の本町における交付金総額はおよそ 1 億 1,862 万円であり、内訳および共同取組活動の

内容については表のとおりです。

※平成 27 年度から始まった第４期対策では、これまでの８集落を１集落に再編し、多面的機能の維持・
増進を一層図るとともに、自立的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向けた取り組みを推進しま
す。

組 織 名
協 定
参加者数

対象農用地
面 積

交 付 金 額（千円）

共同取組 個人配分

雄武町集落協定
55 人

13 法人
7,908ha 118,619 44,650 73,969

主 な 共 同 取 組

活 動 の 内 容

【農用地に関する活動】

○耕作放棄防止等の活動

・賃借権設定

・農地の法面管理

・草地改良資材の購入

・オルソ画像の更新

【水路、農道等の管理活動】

○農道の管理

  ・草刈り

【多面的機能を増進する活動】

○花壇整備、農場周辺の環境整備

○山砂利敷設整備

【農業生産活動等の継続に向けた活動】

○肥料の共同購入

【その他】

○認定農業者の育成

情報ひろば情報ひろば


